
「都市構造の趨勢を踏まえたコンパクトシティ政策検討調査」（2019～）

　参道に面した１階部分はにぎわいの連続性をつくる用途（店舗、飲食店等）
とし、開口部又はショーウィンドウを設け、通りに面して開けた店づくりに努める。
　また、参道に面して駐車場は設置しない。

　自動販売機は、極力参道に
面して設置しないよう努める。
　参道に面して設置せざるを
得ない場合は、参道の雰囲気に
あわせた色彩等にする。

　屋外設備機器は、極力参道から見えない位置に設置し、
参道に面して設置せざるを得ない場合、建具や壁面等と
調和するよう目隠しや囲いをする。

参道周辺の街並み景観の取り組み例


